
新たな医療提供体制整備に関する基本的な考え方について

○ 医療提供体制を再構築するに当たっては、「新型コロナウイルス感染症との共存」も見据えた中長期的な目線で体制を整備。

○ 新型コロナウイルス感染症患者に対する医療と、他の疾患等の患者に対する必要な医療を両立して確保することを目指す。

○ 医療提供体制の整備は、国内実績を踏まえた新たな患者推計をもとに、感染ピーク時のみならず、感染拡大の経過や収束時

期も見据え、時間軸を踏まえたフェーズに応じた病床確保等の実施。

〇 感染拡大防止のための社会への協力要請（自粛要請等）を行う時期の違いによって、その後の患者数や必要となる医療資

源だけではなく、収束するまでの時間にも影響を及ぼすことを踏まえた対応を行う。

第二次補正予算と連動

●新型コロナ緊急包括支援交付金の増額及び対象拡大、診療報酬の特例的な対応、PCR等の検査体制のさらなる強化 等

今後のスケジュール

・ 本年７月上旬には、本事務連絡を踏まえた都道府県における病床確保計画策定 → ７月末を目途に体制整備 1

医療体制整備の再構築に当たっての基本的な考え方

更なる後押し

○ 新たな医療提供体制整備は、これまで同様、都道府県が主体となって推進し、達成することを基本とする。

〇 都道府県は、保健所・保健所設置市との連携を平時から構築する。

別紙１

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について（概要・イメージ図）



新たな患者推計を踏まえた医療提供体制の再構築（イメージ）
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○ 都道府県は、国内の感染実績を踏まえた新たな患者推計の手法に基づき、都道府県ごとの実状を加味した患者推計の結果及

び必要な病床数を算出。国は、推計に必要な推計ツールや基本的考え方を提示。

〇 今回の推計では、時間軸を考慮し、ある時点を基点に、その後の経過日数時点(フェーズ)における入院患者数等を予測可能。

○ 各フェーズで必要な病床数を確保することにより、それ以外の病床において他の疾患等の患者に対する一般医療の提供を確保。

協力要請の遅れの
可能性等も見込み、
十分な病床を確保
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都道府県知事による「新たな患者推計」について

新たな患者推計における協力要請の位置づけ

新たな患者推計の概要
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○ 新たな患者推計では、都道府県知事による感染拡大防止のための社会への協力要請（自粛要請等）の タイミング と 効果
が必要な病床数等に影響。

タイミング

効果

・ タイミングの遅れが与える患者増への影響について、
推計可能。

・ 協力要請の事項ごと（学校閉鎖、外出自粛、営
業自粛など）の効果は、現時点で不明。

・ 推計では、これまでの協力要請と同等の効果のある
要請の実施を前提。

実際の患者発生数

モデル計算

R=1.7程度
で推移（東京都） R=0.7程度(▲57%)で推移

外出自粛等の協力要請があったという仮定

今回の推計モデルのイメージ

〇 都道府県は、次の①～③から、実態に近いパターンを選択して推計

① 国内の実際の患者数・協力要請効果を基にモデル化
・生産年齢人口群中心モデル（都会型）
・高齢者群中心モデル（地方型）

② 協力要請前の再生産数： 1.7、2.0
（実際に東京で３月に観察された実効再生産数は1.7）

③ 協力要請のタイミング：１～７日

(患者数が10万人あたり2.5人/週（専門家会議の提言による）に達した日からの日数)



新たな患者推計において基本とする考え方

社会への協力要請前の実効再生産数は1.7を基本とすること。ただし、住民の感染症対策への備えが今より

も緩むなどにより、想定以上に拡大するなどの恐れがある場合は2.0を選択しうる。

社会への協力要請の推計上のタイミングの検討に当たっては、基準日から３日目を基本とすること。なお、

人口規模の大きな都道府県においては、推計上の要請日は基準日から１～２日とすることも考えられるが、

人口規模の小さな都道府県等においては、感染拡大の兆候を判断しづらく、結果として要請の判断の遅れ

が生じやすいため、推計上の要請日は基準日から３～４日後を基本とすること。

◆ 保健衛生部局のみではなく、協力要請に関係する部局を含め、都道府県内で十分協議の上推計を行うこと

◆ これらの考え方に基づき、社会的要請を行うタイミングが遅れた場合等でも対応できるように余裕をもった病

床・宿泊療養施設確保等を行うこと。
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※ 基準日とは人口10万人当たりの週平均新規感染者数（報告数）が2.5人となった日のことをいう。



（参考）社会に対する協力要請（自粛等の要請）のタイミングについて

＜協力要請（自粛等の要請）が早くなることの影響＞

○ 協力要請が早くなれば、感染者の増加が抑えられるため、医療以外の経済等への影響も小さくなる（自粛等の期間の短期化）と
ともに、ピーク時に必要な病床数等の医療資源が減少するため、一般医療への負荷が少なくなる。

自粛等の要請期間が長期化
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医療以外の経済等への影響が増
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新規感染者数が増加するため、
ピーク時に確保するべき病床等も増加

一般医療への負荷が増

（※）推計によれば、社会への協力要請のタイミングが6日間遅れる（１日目の場合と７日目の場合との比較）と、ピーク時の陽性患者数はほぼ倍増する。



（参考）感染拡大防止のための社会への協力要請について

都道府県知事が行う協力要請に対する政府としての考え方

○ 政府としては、高齢者や基礎疾患を有する患者への感染・重症化を防止し、死亡者を減らすとともに、医療崩壊を

防ぐ等の観点から、今後、感染拡大が起こった場合には、都道府県が、前回と同等の効果の協力要請※を可能な限

り早期に行うものと認識。

○ 協力要請の具体的内容については、前回と全く同じものを一律に求めるのではなく、同様の効果が得られるならば、

その内容については都道府県知事により判断されるもの。

○ 例えば、「各業種が守るべきガイドラインの遵守の徹底」「施設の入場制限」「イベントの最大入場者数の制限」「テ

レワークの徹底」等により、前回と同等の効果が得られることを前提に、これまで行ってきた強力な自粛要請に代えて行

うことも考えられる。

○ 感染の拡大・収束は、各都道府県内で完結するものではないことから、特に首都圏や近畿圏などの広域的な感染

が増大すると見込まれる圏域において、近隣の都道府県で協力要請の具体的内容やタイミングが大きく異なることのな

いよう、近隣の都道府県間の事前の調整等が円滑に進むよう支援。
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※ 新たな患者推計では、これまでの協力要請と同等の効果のある要請が実施されることを前提としている。


